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大
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に
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一
に
つ
い
て 

二
及
び
三
に
つ
い
て 

大
蔵
省
預
金
部
等
の
債
権
の
条
件
変
更
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
に
該
当
し
た
事
例
と
し
て
は
、
新
潟
地
震
に
伴
う
新
潟

市
の
財
政
ひ
っ
迫
に
対
処
す
る
た
め
新
潟
市
に
対
す
る
貸
付
け
の
償
還
期
限
を
延
長
し
た
も
の
（
昭
和
三
十
九
年
八
月
）
、

日
本
国
有
鉄
道
（
以
下
「
国
鉄
」
と
い
う
。
）
の
経
営
難
に
伴
う
資
金
不
足
に
対
処
す
る
た
め
国
鉄
に
対
す
る
貸
付
け
の
償

還
期
限
を
延
長
し
た
も
の
（
昭
和
四
十
五
年
四
月
、
昭
和
五
十
六
年
一
月
及
び
昭
和
五
十
六
年
三
月
）
等
が
あ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。 

同
法
第
二
条
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
は
、
金
融
機
関
経
理
応
急
措
置
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
六
号
）
に
定
め
る
指

定
時
（
昭
和
二
十
一
年
八
月
十
一
日
午
前
零
時
）
に
お
け
る
債
務
に
限
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
か
か
る
債 

大
蔵
省
預
金
部
等
の
債
権
の
条
件
変
更
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に
つ
い
て
は
、
昭
和

二
十
四
年
以
降
政
府
に
よ
る
改
正
の
動
き
は
な
か
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

す
る
答
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書 
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中
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一
君
提
出
大
蔵
省
預
金
部
等
の
債
権
の
条
件
変
更
等
に
関
す
る
法
律
に
関
す
る
質
問
に
対 

三 

 



 

 

四 

務
の
う
ち
、
北
海
道
拓
殖
銀
行
、
農
林
中
央
金
庫
、
日
本
興
業
銀
行
、
日
本
勧
業
銀
行
及
び
商
工
組
合
中
央
金
庫
の
五
機
関

が
有
す
る
債
務
に
つ
き
、
こ
れ
ら
の
機
関
の
転
貸
先
か
ら
の
返
済
が
戦
時
補
償
打
切
り
等
に
伴
う
損
失
の
特
別
処
理
の
結
果

行
い
得
な
く
な
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除
を
行
っ
た
も
の
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 


